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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年6月28日に提出いたしました第30期（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）有価証券報告

書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　　第２　事業の状況

　　　４　事業等のリスク

　　　（法的規制等について）

　　　２．事業規制等

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　　第一部　【企業情報】

　　　第２　【事業の状況】

　　　　４　【事業等のリスク】

　　　　（法的規制等について）

　　　　２．事業規制等

 

（訂正前）

～　前略　～

　事務ガイドラインにおいて、貸金業者は、契約締結時に一定の書面を交付することのほか、お客様がＡＴＭを

使用し又は有人店舗において資金の借入を行う都度、若しくは遅滞なく、法定事項を全て記載した書面を交付

(遅滞なく郵送すること等を含みます)することとされております。当社は平成15年８月より自社ＡＴＭに係

るソフトウェアに変更を加え、法定事項を全て記載した上記書面を交付しておりますが、当該書面の法令記載

事項につきましては、後述の貸金業の規制等に関する法律施行規則の改正に伴って所要の変更対応を行って

おります。また、提携先ＡＴＭにつきましては、予めお客様より承諾を得て、貸付後遅滞なく、法定事項を記載

した書面をお客様に対して個別に郵送する対応をとっております。しかしながら、予め承諾を得られなかった

お客様につきましては、当該書面を送付しておりません。金融庁は法令により、貸金業者による書面交付義務

や説明義務等の不遵守に対して、業務の全部又は一部の停止命令も含め、行政上の措置を行う権限や提携先Ａ

ＴＭの利用を制限する権限を有しているほか、貸金業者としての登録を取消す権限も有しております。そのた

め、交付すべき書面の未交付等が問題となり、かかる行政上の措置が当社グループに対して発動された場合に

は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があるほか、当社グループの業務運営方法の

見直しが必要となります。

～　後略　～

 

（訂正後）

～　前略　～

　事務ガイドラインにおいて、貸金業者は、契約締結時に一定の書面を交付することのほか、お客様がＡＴＭを

使用し又は有人店舗において資金の借入を行う都度、若しくは遅滞なく、法定事項を全て記載した書面を交付
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(遅滞なく郵送すること等を含みます)することとされております。当社は平成14年８月より自社ＡＴＭに係

るソフトウェアに変更を加え、法定事項を全て記載した上記書面を交付しておりますが、当該書面の法令記載

事項につきましては、後述の貸金業の規制等に関する法律施行規則の改正に伴って所要の変更対応を行って

おります。また、提携先ＡＴＭにつきましては、予めお客様より承諾を得て、貸付後遅滞なく、法定事項を記載

した書面をお客様に対して個別に郵送する対応をとっております。しかしながら、予め承諾を得られなかった

お客様につきましては、当該書面を送付しておりません。金融庁は法令により、貸金業者による書面交付義務

や説明義務等の不遵守に対して、業務の全部又は一部の停止命令も含め、行政上の措置を行う権限や提携先Ａ

ＴＭの利用を制限する権限を有しているほか、貸金業者としての登録を取消す権限も有しております。そのた

め、交付すべき書面の未交付等が問題となり、かかる行政上の措置が当社グループに対して発動された場合に

は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があるほか、当社グループの業務運営方法の

見直しが必要となります。

～　後略　～
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